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東法田地区活性化計画

山形県最上町

平成20年１月



１活性化計画の目標及び計画期間
ロリの河

一

一 町村名 地区名 計画期間

計画の名称 果法 王 地区活性化計画

都直府県名 山形 是 計uiT村名 股上 ロ 地区名 軍法田地区 計画期間 平）戒20年度～平成22年度

目標
Ｂ

●

平成15年に通上町100万人交流促進条例を制定し､町をあＩｆて取1J組んでいる｢100万人交流のまちづくり｣事業として､地域の資源を活用した体験･滞在型の農村体験メニューを整俄L､都
市住民との地域間交流人ロの拡大を図り､活力のある地域づくりを目指す｡具体的な目標として既存の施設を交流活動の拠点施設として整備し､来訪者散を703人から2100人へ19ａフ
2船の増加を図る゜

目橇貫⑬扁弓DD至曾完尹『

地区の概要
東法田地区は､山形県の東北端にある最上町の北部に位超し､地区を一級河川最上白lⅡが流れる水田地帯である｡標高は250ｍから３００ｍで､南北に1／4s程度の傾斜を有し、
水稲を中心に大豆やそば.ﾀﾗﾉﾒ等の栽培と－部畜産も行っている。

現状と課題
本地区は世帯数８５世帯､人口約450人の集落で､現在３世帯同居率がﾌ劃を超えていますが､今の20代の多くが地元以外に就業しており今後地区の人ロが減少し､例に漏れず
農案分野での後継者不足､農集従事者の高齢化が予想されます｡地区には､日本一の大アカマツや大ケヤキなどの巨木をはじめ､神室山系などさまざまな地域涜源があり､それを活
用した交流事案を独自で展開してきている｡しかしながら､交読活動の拠点となる施設がなく､思うような活動ができない状況にある。

今後の展開方向
交読活動拠点施股を蔓傭することで､グリーンツーリズムの事業を推進し､都市との交流をはかることで地域の活性化を目指していく｡また､町内にある既存の旅館施設との共存を図
りながら､短期に宿泊できる交流施設の整備と東法田地区での受Iﾅ入れ態勢を再WI筆し､これまで実施してきた交流事巣の拡充はもとより､新たなグリーンツーリズム事業の展開を図
り､農村と都市住民との地域間交流を推進するものである｡また.農村体験事粟を実施することで､地場産品等の宣伝を行いながら交流人ロを増加させる取り組みも行っていく。

他の地方公共団体との連携に関する事項



２目標を達成するために必要な事業

■

J

号イ･ロ･ハ･ﾆﾆの
事業実施主体

事業実施主体

(1)法第5条第２項第３号に規定する事業

(2)法第5条第２項第４号に規定する事業･事務

(3)関連事業(法第5条第２項第７号）

市町村名 地区名 事業名(事業メニュー名） 事業実施主体 交付金希望の有無
法第5条第２項第３
号イ･ロ･ハ･ニの

備考

最上町 東法田 自然琿境等活用交流学習施設(磯山漁村体験施股） 最上町 有 '１

市町村名 地区名 事業名 事業実施主体 交付金轄望の有無 備考

市町村名 地区名 事業名 事業実施主体 備考



８活性化計画,の区域及び事業位腎図

更法田地|区(山形|県攪上町） |区域面読 622ｐｌｈａｌ

区域設定、考え方

法第３条第１｣号:当該区域の鍵面積622h国のうち農林地面積は59'41ｈ国で95蝿を占め､ｇ鋤以上が農祷漁業従事者であり､農林蕊以外の製造業はない。

法第3条’第2号:人口⑳減少(H12-H17でB鍋滅)駒農薬従寧者の高齢化鰯向からみて､活性化のためには､交流を進めることが必要不可欠な区域である。
法第３条露3号:家屋間の平均距離は約20ｍ以上であり市街地を形成している区域は含んでいない。

平成２０年度新規採択希望農山漁村糖`性化プロジェクト支援交付金 縮尺ｌ/50,000
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法第８条第１号二当該区域の耗匠誼6z2h風のうち農林埋面菰は594haで9596を占め､s割以上が農然篭業従事者であり.風恭業以外の製造業l汪ない。

法簾3条第２号ご人ﾛの減少〈H12→1117でB"減入農裳従露看の高齢化癒向からみて､活性化のためには.交流を進めることが必婆不可欠な区填である。
▲－￣Ｆ浄Ｆゴミ－之尹小杉一団、＝■二‐－Ｐｈｍ－＝産ニム．ｍＥｈ０Ａ６Ｐ－４ＬＲ－ｏＧｏｎ－－Ｆｎ－品卜・ｗＬｍ～再一罰ロローロ．－サロマー凸▲ｄヨー公Ｌｄ－。ロム－．０

|平成20年度新規採択希望僕山漁村活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援交付金｜縮尺苫/50,Ⅲ
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６活性化計画の目標の達成状況の評価等(※1）

地区が毎年実施する農村体験事業の参加人数により来訪者数を把握し､町と地区の元気な村づくり協議会において検証する。

記入要能

※１施行規則第2条第５号の規定により､設定した活性化計画の目標の達成状況の評価について､その手法を簡潔に記載する。
なお､当該評価については､法目的の達成度合いや改善すべき点等について検証する必要があるため.法施行後7年以内に見直すことと
されていることにかんがみ､行われるものである。
その他､必要な事項があれば適宜記戯する。

その他留意事項

①都道府県又は市町村は､農林水産大臣に活性化計画を提出する場合､活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした
図面を下記事項に従って作成し､提出すること。

・設定する区域を図示し､その外縁が明確となるよう縁取りすること｡(併せて､地番等による表示を記述すること）
・市町村が活性化計画作成主体である場合､5.000分の1から25,000分の1程度の白図を基本とし､都道府県が活性化計画作成
主体である場合等区域の広さや地域の実情に応じて､適冑調轄すること｡スケールバー､方位を記入すること。
・目標を達成するために必要な事業について､その位置がわかるように旗上げし､事業名等を明記すること。
関連事業についても旗上げし､関連事業であることがわかるように記載すること。

②法第6条第２項の交付金の額の限度額を算出するために必要な資料を添付しなければならないが､その詳細は、
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年８月１日付け１９企第100号農林水産事務次官依命通知)の定める
ところによるものとする。


